
日本産原産地証明書（非特恵）とサイン証明（会議所様式）がオンラインで申請・取得できます！ 

※１．従来の「書面申請・窓口発給」の原産地証明書も引き続き利用できますが、同一インボイス番号で 
オンラインとの重複発給は出来ません。 

※２．以下については、現時点ではオンライン対応を行っていませんが、今後実施予定です。 
・外国産原産地証明、インボイス証明 
・代行業者によるオンライン発給申請 

※３．サイン証明については商工会議所が指定する様式での衛生証明書、自由販売証明書、翻訳証明書、
サイン証明書（別紙を用いた認証方式）のみ対応しております。その他の証明書、また、各社作成の
私文書に直接認証する場合については従来どおり、窓口で申請ください。 

 

ステップ 窓口での書面申請・発給 オンライン申請・発給 

1.貿易登録 オンライン（申請システム入力・書類のダウンロード） 

窓口（申請書類の提出） 

  （手数料 税込） ２年間有効   会員 無料、  一般 11,000円 

2.発給申請 窓口 オンライン 

3.決済 窓口 

（現金） 

オンライン 

（クレジット決済） 

  （手数料 税込） １件につき   会員1,100円、  一般2,200円 

4.発給 

 

窓口 オンライン 

（申請者が印刷） 

 

 

ご利用の際は、オンライン貿易登録をお済ませください⇒https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2601 

オンライン発給のご利用には、従前の貿易登録の有無にかかわらず、別途オンライン登録が必要です。 
   
オンライン貿易登録が完了している方はこちらから  ⇒https://coo.jcci.or.jp/eCO 
 

（ブラウザは、Google Chrome をお使いください。） 

 

オンライン発給のメリット 

✔商工会議所へ出向かずに申請・証明書受領が出来るため、時間が節約できます。 

✔オンライン発給の手数料決済はクレジットカード払のみ対応、現金決済が不要となります。 

✔証明書は、貴社にて一般的なA4白紙に印刷。専用紙の購入・保管のコストが削減できます。 

✔オンライン申請の履歴を活用した発給申請が可能で、入力の手間を省けます。 
   

★ご注意★ 
①原産地証明書は連続記載方式となり、すべてのページに申請者と商工会議所のサインが記載され、 

商工会議所の割印は記載しません。アタッチシート方式は使用できません。 

②発給後の訂正は、一切出来ません。修正が必要な場合は再発給となり、手数料が新たに発生します。 
 
③発給した証明書の真正性は専用のリファレンスサイト上で、証明番号又はＱＲコードを用いて確認いただけます。 

             

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせは 
 

京都商工会議所会員部  📞075-341-9761  

      E-mail:boeki@kyo.or.jp 
  

受付（月～金曜日 午前 9 時～正午、午後 1 時～５時） 

☆ご利用の際は、オンライン貿易登録をお済ませください。 
⇒https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2601 

オンライン発給のご利用には、従前の貿易登録の有無にかかわらず、別途オンライン登録が必要です。 
   
☆オンライン貿易登録が完了している方はこちらから⇒https://coo.jcci.or.jp/eCO 
 

（ブラウザは、Google Chrome をお使いください。） 

 

 

 

https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2601
https://coo.jcci.or.jp/eCO
mailto:boeki@kyo.or.jp
https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=2601
https://coo.jcci.or.jp/eCO


Q＆A 

Ｑ１.購入済みの従来の原産地証明書用紙はこれからも使えますか？ 

Ａ１.従来の「窓口での書面申請・発給」の際に使えます。 

オンライン申請・発給はA4サイズ(210×297ミリ)の白紙(上質紙55キログラムベース(四六判換算)) 

を使用しますので、従来の原産地証明書用紙は使えません。 

 

Ｑ２.オンライン申請・発給を利用するために必要なものは何ですか？ 

Ａ２.オンライン申請・発給には専用システムを用いますが、社内サーバやＰＣに特殊なソフトウェアのインストール 

は不要です。Google Chrome を利用して申請いただきます。下記をご準備ください。 

1)システムにログインするための ID とパスワード 

（オンライン貿易登録完了後、貴社管理者様宛に郵送で通知しています） 

2)ネットワーク環境を有したＰＣ 

3)証明書を印刷する A4 サイズ白紙（詳細は前掲） 

4)証明書を印刷するためのカラープリンタと、それを利用できる環境 

 

Ｑ３.サイン証明やインボイス証明は、オンライン申請・発給できますか？ 

Ａ３.現時点（2023 年 3 月現在）では、サイン証明は会議所様式での発給のみ対応しております。 

外国産原産地証明書・インボイス証明のオンライン申請・発給は対応しておりません。 

 

Ｑ４.輸出者の代行でオンライン申請したい場合、どうなるのでしょうか？ 

Ａ４.現時点（2023 年 3 月現在）では対応していません。当面の間、代行業者はオンライン申請を行うこと 

ができませんが、今後対応予定です。 

  

Ｑ５. 発給部数に制限はありますか？ 

Ａ５.オンライン発給では、発給部数を制限していません。 

Print ORIGINAL OR COPY 欄が「ORIGINAL」「COPY」のいずれも出力可能です。  

 

Ｑ６. 商品数が多い場合の入力方法はありますか？ 

Ａ６. TSV ファイル（指定様式）の取り込みにより入力を行う機能があります。 
ご利用を希望の場合はこちらを参照ください。 

（TSV マニュアル）tsv_manual.pdf (jcci.or.jp) 

（TSV 定義書）tsv_teigi.xlsx (live.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcci.or.jp/boeki/sys/tsv_manual.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.jcci.or.jp%2Fboeki%2Fsys%2Ftsv_teigi.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


オンライン発給申請の流れ ※詳しくは「申請者マニュアル」をご覧ください。 

⇒https://www.kyo.or.jp/kyoto/proof/docs/manual_online_japan.pdf 
 

  専用システム利用        商工会議所の        手数料支払い              申請者が自分で 

発給申請        審査・承認      クレジットカード決済     証明書印刷 

１．発給申請  Google Chrome をお使いください。（ポップアップ許可必要） 

原産地証明書（非特恵）のオンライン申請～発給現在は日本産原産地証明書のみご利用いただけます。 

 

  貿易証明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）貿易関係証明発給システムにアクセス 

 https://coo.jcci.or.jp/eCO 

 
・商工会議所コード 
・ユーザーID ※管理者 ID では発給申請できません。 

・パスワードでログイン 
初回ログイン時のみメールアドレス認証が必要です。 

⇩ 
・メインメニューの「発給申請」を選択 

 

 

 

 

 

「原産地証明書（日本産）」をクリックします。「【重要】発給申請にあたっての確認のお願い」をお読みいただき、 

「発給申請」をクリックしてください。 

※「複写」ボタンから、過去の申請内容をコピーして申請を行うことも可能です。 

２）発給申請入力画面 「証明依頼書」 を入力します。 

・記載産品の主な品目、仕向国を選択します。仕向国の一覧に該当する国がない場合、地域別のその他 

（例：アジアの場合は「アジア その他（アジア）」）を選択します（証明書には反映されません。） 

・発給手数料は会員区分（会員／一般）毎に金額が設定されておりますので、会員区分と金額をお確かめください。 

 

 

https://www.kyo.or.jp/kyoto/proof/docs/manual_online_japan.pdf
https://coo.jcci.or.jp/eCO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）典拠インボイスの内容を入力します。 

必須と記載されている項目は、入力しないと発給申請出来ません。 

全角文字・記号や機種依存文字は使用できません。 

手入力に替えて、インボイスを PDF ファイルに変換してアップロードいただいても結構です。 

＊PDF アップロードする場合は、貿易関係証明発給システムに署名者登録済のサインが入ったインボイスを 

使用してください。 

 

４）原産地証明書に記載する事項を入力します。原産地証明書に記載できる内容は、窓口申請時のルールと同じです。 

原産地証明書（共通部分） 

 

 

 

「インボイスの内容を原産地証明書に転記」ボタンをクリックするとインボイスの内容が反映されます。 

(アップロード方式の場合は反映されません) 

 

※ご注意※ 

・荷印・荷物番号（Marks and numbers）  

「改行」はできませんのでご注意ください。 

また記載できる文字数に制限があります。 

ケースマークの画像データをアップロードすることも可能です。 

※画像データ（PDF 形式）は A4 サイズ（縦）、 

 ケースマーク以外の情報は含めないでください。 

 証明書には 60%に縮小して最終ページに反映されます。 

・梱包数・種類（Number and kind of packages） 

本システムでは、梱包数の入力が必須となっています。 

  発給申請の際は、実際の梱包数の入力とともに、典拠 

インボイスにも記載をお願いします。インボイスに記載がない場合はパッキングリスト等の提出をお願いしております。 

  梱包されていない場合は、「Unpacked」「Loose」 「In Bulk」（バラ荷）「Bare Cargo」（裸荷）と 

記載してください。 

・その他（Others） 

 「6.備考（Remarks）」が文字数制限（200 字）を超えてしまった場合は、続きを「その他（Others）」に入力して 

ください。なお、続きであることを明らかにするため、 「6.備考（Remarks）」の最後と 「その他 （Others）」 の 

最初に「＊」等を入れてください。（その他欄は最大 1000 字まで入力できます。） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）発給申請が完了したことを確認できます。 

 

 

 

 

 

・連絡先 

 E-mail 欄に記載するメールアドレスは、 

申請に不備等があり修正が必要な場合の連絡や 

審査完了通知メール送信先として使用します。 

この申請のご担当様の氏名・電話番号・メールアドレス 

を入力してください。 

 

入力完了後、発給申請をクリックします。 

※入力内容に不備がある場合、「発給申請」ボタンが 

表示されず、「発給申請入力チェック」と表示されます。 

 

 

以上で発給申請は完了です。審査をお待ちください。 

発給申請状況一覧画面では状態が「発給申請」と 

表示されます。 

 

 

原産地証明書（商品） 

商品名は一般的な商品名を記載してください。 

「商品名」欄に一般的な商品名を記載する場合は、 「商品名総称」欄は入力省略が可能です。 

「商品名」欄に一般的な商品名を記載しない場合は、「商品名総称」欄に一般的な名称を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般的な商品名を記載。商品コード等のみの場合は「商品名総称」欄への入力必須 

発給申請状況一覧画面（審査の進捗が確認できます） 

 

 

 

 

 

 

 

・発給申請…システム上で申請者が申請を完了した状態 

・手続き中…商工会議所が審査に着手した状態 

・保留…申請内容に不備があり、商工会議所から申請を差し戻した状態 

・保存…作成中の発給申請データを保存した状態    

 

 



サイン証明のオンライン申請～発給 

現在は衛生証明書・自由販売証明書、翻訳証明書、別紙によるサイン証明書のみ対応しております。 

衛生証明書・自由販売証明書、翻訳証明書以外の証明書は窓口での申請をお願いします。 

 

本システムにおけるサイン証明では、商工会議所が指定する様式（会議所様式）のみでの発給となります。 
オンラインにて発給可能な様式をご確認いただき、発給をご希望の場合は以下の手順に沿って申請ください。 

【衛生証明書（会議所様式見本）】          【自由販売証明書（会議所様式見本）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【翻訳証明書（会議所様式見本）】          【別紙によるサイン証明書（会議所様式見本）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・項目は追加できません。衛生証明書は商品名・荷受人・インボイス番号、日付・輸送手段・製造者情報のみ、 

自由販売証明書は商品名のみとなります。 

・本文は適宜アレンジいただけます。（半角 250 字以内） 

  

「サイン証明様式3」の電子発給シ

ステム版で、市町村で発行する印

鑑証明のような役割を果たす書類と

なります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインメニューの「発給申請」を選択、「サイン証明」をクリックします。 

「複写」ボタンから過去の申請内容をコピーして申請を行うことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サイン証明」をクリックします。 

「【重要】発給申請にあたっての確認のお願い」をお読みいただき、「発給申請」をクリックしてください。 

 

 

 

 １）貿易関係証明発給システムにアクセス 

 https://coo.jcci.or.jp/eCO 

 
・商工会議所コード 

・ユーザーID ※管理者 ID では発給申請できません。 

・パスワードでログイン 

初回ログイン時のみメールアドレス認証が必要です。 

⇩ 

・メインメニューの「発給申請」を選択 

 

 

 

 

希望する証明書を選択します。選択に応じて画面が切り替わります。 

 

 

ここでの仕向地入力は不要です。 

次の証明毎の入力画面で入力してい

ただければ結構です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書記載内容を入力します。入力内容が証明書に反映されます。 

※衛生証明書のみ、オンラインで発給申請の原産地証明書のデータを転記できます。詳しくは次ページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 輸出者：貿易登録いただいている英文社名、英文住所が初期値となります。 

      登録内容と不一致の場合は発給できませんので、変更されないようにお願いします。 

貿易登録の英文住所に国名 JAPAN がない場合は忘れずに追加で記載ください。 

② 宛先：宛先を記載してください。宛先を明記しない場合は「To whom it may concern」にチェックしてください。 

③ 商品名：複数品目入力可です。すべて半角で入力してください。 

衛生証明書と翻訳証明書のみ改行を使うことができます。自由販売証明書は改行入力に対応しておりません。 

④ サイン証明本文：文面を変更することが可能です。衛生証明書のみ改行を使うことができます。 

（3 行以内、最大半角 250 字） 

※項目は追加できません。衛生証明書は商品名と任意で荷受人・インボイス番号、日付・輸送手段・製造者情報を 

ご入力いただけます。自由販売証明書は商品名のみとなります。 

 

①  

・証明書に記載の作成日を入力します。（例 2023 年 3 月 1 日⇒20230301）※未来日は入力できません。 

・仕向国(提出先となる国) を入力します。 地域と国名を選択してください。 

 

 

③ 

② 

①  

④ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊衛生証明書の場合、発給申請した原産地証明書のデータを転記することもできます＊ 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイン証明イメージを閲覧できます。 

発給申請いただく前に、証明書の記載内容をご確認いただくことをおすすめします。 

                                                （証明書イメージ） 

＊入力画面から直接イメージ閲覧 

 

＊保存してからイメージ閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書の記載内容に問題がなければ、連絡先を入力して「発給申請」をクリックします。   

以上で発給申請は完了です。審査をお待ちください。 

発給申請状況一覧画面では、状態が「発給申請」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で発給申請は完了です。審査をお待ちください。 

発給申請状況一覧では、状態が「発給申請」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

      インボイス番号を入力して「インボイス番号から検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 一覧から転記したい原産地証明書のデータを選択、 

サイン証明書に記載する項目を選んで「申請データの転記」 

をクリックします。⇒原産地証明書の記載内容を自動入力‼ 

 

 

 

 



２．クレジットカード決済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都商工会議所の審査が完了すると、発給申請状況 

一覧にて、当該案件の状態が「承認」になります。 

（例） 

 

 

                      ←申請時に「審査完了通知メールの受信希望」にチェックを入れると、 

                        承認された時点でメールで通知が届きます。 

                        承認後の取消や内容の変更は出来ません。万一、証明書が不要になっても 

                        手数料はお支払いいただきます。 

 

   

 

         

              

 

 

メインメニューで「クレジット決済」を選択し、手数料の支払いに進みます。 

手数料の支払い待ちの案件（審査が完了し、状態が「承認」のもの）が一覧表示されます。 

 

 

 

・クレジットカード決済を行う証明書を選びカートに入れ、「カートに進む」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

金額を確認し、問題がなければ決済サイトへ進みます。 

クレジットカード決済完了後、返金には応じられませんのでご注意ください。 

 

 

決済の途中で画面を閉じてしまった場合や 

エラーが発生した場合は、必ず、決済を行った 

対象案件の状態をご確認ください。 

状態が「承認」から「交付済」に変更していれば、 

正常に決済が完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



３．証明書印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

決済が完了すると、証明書の印刷が可能になります。発給申請状況一覧画面では、状態が「交付済」となります。 

印刷する証明書の印刷ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

                                         メインメニューの証明書印刷ボタン 

からも表示できます。 

 

・自社のプリンタでＡ４サイズの白紙に等倍でカラー印刷してください。発給は「ORIGINAL」「COPY」とも可能です。 

 COPY の印刷ボタンは ORIGINAL 印刷後に表示されます。 

サイン証明は「原本」「COPY」の区別はありません。 

・証明書は手数料支払（＝状態が「交付済」となった日）から 14 日以内に印刷してください。 

14 日を過ぎると印刷ができません。  

 （日本産原産地証明書イメージ）    ※複数枚にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                       

                                   （サイン証明イメージ） 

                                                          

※ご注意※ 

・印刷ボタンを押して出力される 

証明書データは加工しないでください。 

・輸入者等による偽造防止のため、 

証明書データ（電子媒体）の送付等 

はしないでください。 

 

 

 

 

 

 

   

  



サブ ID 作成について 

サイナー毎に発行されるユーザーID は第三者への貸与・共有を禁止しております（サービス利用規約第 9 条第３項）。 

社内でもサイナーご本人以外の方が申請する場合は、ユーザーID を共有せずサブ ID をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブ ID の作成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブ ID を登録します。 

・サブ ID 利用者の氏名を入力、パスワードを設定します。 

（ここで設定するパスワードはサブ ID 利用者が ID を有効化する際のパスワードになります） 

・E-mail アドレス、電話番号はサブ ID 利用者のものを入力してください。 

証明書申請時に発給申請画面の「本件に関するご担当者」欄に表示され、担当者連絡先として使用されます。 

 

１）サブ ID を紐づけたいサイナーのユーザーID でログインし、メインメニューの「サブ ID 管理」をクリックします。 

サブ ID を新規作成する際は「追加」ボタンをクリックしてください。 

        

サブ ID を紐づけたいサイナー

のユーザーID でログイン⇒サ

ブ ID を作成 

サブIDを利用者に

メールで通知 

サブ ID 利用者が通知された ID を

有効化（ユーザアクティベーション） 

 

 

サブ ID で申請した場合、 

原産地証明書の９欄（輸出者宣誓欄）には、サブ ID を 

作成したユーザーID に紐づく署名者情報が印字されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）サブ ID の利用者にメールで通知します。 

※ご注意※登録のみでは使用できません。必ず通知を行ってください。 

 

「通知」ボタンをクリックし、通知フォームを入力、サブ ID 利用者へメールを送信します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通知先の貿易登録番号 

御社の貿易登録番号 10 桁を入力します。（貿易登録証に記載） 

・通知メールの送信先メールアドレス 

 サブ ID 利用者のメールアドレスを入力してください。 

 ※貿易登録時に登録した連絡先担当者またはサイナーのメールアドレスとドメイン（@以降）が一致している 

必要があります。 

 

 

 

 

サブ ID 利用者への通知が完了すると、画面が「通知済」に変わります。 

 

 

 

 

 

※※重要※※ 

パスワードはセキュリティの関係上システムでは通知されません。別の方法でサブ ID 利用者へお知らせください。 

 サブ ID 有効化のための URL が表示されます。 

表示されます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

                          ― Updated:2023/03/01 ― 

本件に関するお問い合わせは 
 

京都商工会議所会員部  📞075-341-9761  

      E-mail:boeki@kyo.or.jp 
  

受付（月～金曜日 午前 9 時～正午、午後 1 時～５時） 

３）サブ ID 利用者がサブ ID を有効化します。 

サイナーから送信された通知メールに記載の URL をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          サブ ID を登録したサイナーが設定したパスワードを入力、アクティベートをクリックします。 

 

  画面に「アクティベーション成功」と表示されれば、有効化は完了です。 

   有効化したサブ ID とパスワードで 

発給システムへのログインが可能になります。 

   

  サブ ID でできること 

   ・貿易関係証明の発給申請 

    ・サブ ID での発給申請履歴の閲覧 ※他 ID での申請、発給履歴は閲覧できません。 

    ・手数料の支払い（クレジットカード決済） 

    ・証明書印刷 
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